
教安第１３５６号  

令和２年３月１９日  

 

 千葉県歯科医師会長 様 

 

千葉県教育庁教育振興部      

学 校 安 全 保 健 課 長      

（公印省略）  

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく  

児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について（通知） 

 

このことについて、令和２年３月１９日付けで文部科学省初等中等教育局健康教育・食

育課から事務連絡がありました。 

つきましては、別添写しのとおり各県立学校長宛て通知したので、御承知願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担当  

千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課 

保健班 瀧澤、大川 

TEL：043-223-4092  



教安第１３５６号  

令和２年３月１９日  

 

各県立学校長 様 

 

教育振興部学校安全保健課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく  

児童生徒等及び職員の健康診断の実施等に係る対応について（通知） 

 

このことについて、令和２年３月１９日付けで文部科学省初等中等教育局健康教育・食

育課から別添のとおり事務連絡がありました。 

児童生徒等及び職員の健康診断について、新型コロナウイルス感染症の影響により、や

むを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施することができない場合、児童生

徒等については当該年度末日までの間に可能な限りすみやかに実施すること、職員につい

ては、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を実施することとするとのことです。  

ついては、文部科学省事務連絡の内容を御確認いただき、令和２年度の児童生徒等及び

職員の健康診断を適切に実施いただきますようお願いします。 

また、児童生徒等の定期健康診断の実施を延期する場合は、特に、日常的な健康観察等

による児童生徒等の健康状態の把握に一層努め、健康上の問題があると認められる場合は、

健康相談や保健指導等を実施し、適切に支援いただきますようお願いします。 

なお、今後も文部科学省から追加的な連絡があれば、当課から通知いたしますので留意

願います。 

 

担当 

教育振興部学校安全保健課保健班 

瀧澤、大川 

TEL：043-223-4092  
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専門学校機構本部事務局におかれては所管の学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こど

も園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して、厚

生労働省におかれては所管の専修学校に周知されるようお願いします。 

 

記 

 

１．児童生徒等の定期の健康診断（学校保健安全法第 13 条第 1項）の実施について 

児童生徒等の定期の健康診断は、毎学年、6月 30 日までに実施することとなっているが、新型

コロナウイルス感染症の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日

までに健康診断を実施することができない場合には、当該年度末日までの間に、可能な限りすみ

やかに実施すること。 

 

２．職員の定期の健康診断（同法第 15 条第 1項）の実施について 

職員の健康診断は、毎学年、定期に実施することとなっているが、新型コロナウイルス感染症

の影響により実施体制が整わない等、やむを得ない事由によって当該期日までに健康診断を実施

することができない場合には、その事由のなくなった後すみやかに健康診断を実施すること。 

なお、職員の健康診断については、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57号）に基づく健康診

断としての側面もあることから、健康診断の実施に係る取扱いについては、厚生労働省の示す見

解も踏まえて対応する必要があることに留意願います（参考まで、現時点において厚生労働省が

発出している通達を添付します）。 

 

３．その他の留意事項 

  児童生徒等の定期の健康診断について実施を延期する場合は、特に、日常的な健康観察等によ

る児童生徒等の健康状態の把握に一層努め、健康上の問題があると認められる場合は、健康相談

や保健指導等を実施し、適切に支援すること。 

 

 

 

 

 
 
 

＜本件連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課  

【児童生徒等の健康診断に関すること】  
保健指導係 
ＴＥＬ：03-5253-4111（内線 2918） 

【職員の健康診断に関すること】 

    企画調整係 

    ＴＥＬ：03-5253-4111（内線 4950） 



 

 

 

基発０３０３第１号 

令和２年３月３日 

改 正  基発０３１１第３号 

令和２年３月１１日 

 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく 

健康診断の実施等に係る対応について 

 

 

標記について令和２年３月３日付け基発 0303第１号（以下「通達」という。）を

もって通知したところであるが、通達に基づく取扱いについて以下のとおり改正す

るので、都道府県労働局及び労働基準監督署においては事業場への周知等について

適切に対応されたい。 

 

 

記 

 

 

１  事業場における健康診断の実施に係る対応について 

  労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）に基づく健康診断のうち、労働安全

衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）第 43条に基づく雇入時の健康診断、第

44条に基づく定期健康診断、第 45条に基づく特定業務従事者の健康診断等労働

安全衛生法第 66 条第１項を根拠とする健康診断の実施について、新型コロナウ

イルス感染症の状況により、 

① 雇入時の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が              

雇入れの直前又は直後に行われていない場合 

② 定期健康診断について、その実施が延期された結果、当該健康診断が１年 

以内ごとに１回、定期に行われていない場合 

Administrator
タイプライターテキスト
（別添）



 

 

 

  ③ 特定業務従事者の健康診断について、その実施が延期された結果、当該健 

康診断が配置替えの際及び６月以内ごとに１回、定期に行われていない場合 

については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和２年５月末までの

間、実施時期を延期して差し支えないこととする。 

  なお、この対応は、労働安全衛生法第 66 条第１項に基づく健康診断の実施に

限るものであり、それ以外の健康診断については、一定の有害業務に従事する労

働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行う

ものであるため、その実施に係る対応については、従前のとおりとする。 

 

２ 安全委員会等の開催に係る対応について 

労働安全衛生法第 17条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、

委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和

２年５月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。 

 

 

 


